
タイ・バンコク拠点のプロモーション業務委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

（公財）東京都中小企業振興公社タイ拠点プロモーション請負委託 

 

２ 業務目的 

平成 27 年 11 月を目途に、（公財）東京都中小企業振興公社（以下公社）はタイ拠点

を設置する。当タイ拠点において、公社およびタイ拠点の事業内容、公社支援企業の

強みをＡＳＥＡＮ・アジア地域に所在する現地政府機関、現地企業、日系企業にＰＲ

して公社および都内中小企業のプレゼンスを向上させる。 

その為に、専用のウェブサイト、事業紹介用の映像コンテンツを制作して公開する

とともに、それらに対するアクセス増加を含めた効果的なＰＲを実施することを目的

とする。 

 

３ 契約期間 

契約締結の日から平成 28年 3月 31日まで 

 

４ 応募要件 

委託業務を効果的かつ効率的に実施することができる者であり、委託事業を的確に遂

行するに足りる能力を有し、以下の要件を全て満たしていることとする。  

①  東京都における平成 27・28 年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で「委託

種目 121・情報処理業務、116・ビデオ・スライド製作、115・広告代理」のす

べてにおいて「Ｃ」以上に格付けされているものであること。 

② 会社更生法及び民事再生法等による手続きをしていないこと。  

③ 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

④ 東京都暴力団排除条例（平成２３年３月１８日東京都条例第５４号）に定める

暴力団関係者または東京都が東京と契約関係暴力団等対策措置要綱第５条第１

項に基づき排除措置期間中の者として公表した者（ただし、排除措置期間中に

限る）でないこと 

 

 

５ 委託業務内容 

（１） タイ拠点ウェブサイトの制作およびそれらに必要な関連する業務 

① ウェブサイトのコンテンツ、デザインイメージの企画立案を行うこと。 

② ウェブサイトの構築時において、ＳＥＯ対策を意識したキーワードの検討等ウェ

ブサイトのプロモーションについて企画立案を行うこと。 



③ 公社およびタイ拠点の事業を紹介するためのウェブサイトを平成 27 年 10 月 31

日までに構築すること。 

④ ウェブサイトの言語は、日本語、英語、タイ語で閲覧できること。 

⑤ ウェブサイトを公社にて更新可能なものとすること。なお、更新の操作性を考慮

すること。 

⑥ ウェブサイトは、セキュリティ対策等のシステムが構築されたものであること。 

⑦ メンテナンス、保守ができること。 

⑧ モバイル対応等レスポンシブ対応ができること。 

⑨ 個人情報保護法等日本およびタイの法律を遵守できたウェブサイトとすること。 

⑩ 技術資料（紙媒体および電子データ）を提供すること。 

 

（２） プロモーション映像の制作 

① 公社およびタイ拠点の事業概要、支援企業の成立ちや技術優位性を分かりやすく、

かつ印象的に伝えることのできるものとするための映像コンテンツ企画立案を

行うこと。 

② 映像コンテンツ制作にあたっては、公社支援企業最大 10 社の支援企業に取材に

行くこと。 

③ 資料、映像、音声、ＢＧＭ等の使用する素材を収集すること。 

④ 言語は、日本語、英語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、カンボジア語、 

ミャンマー語、中国語のナレーションおよびテロップに対応すること。 

⑤ 映像コンテンツの時間は、２０分として、ウェブサイトや映像ダウンロードサイ

ト（you tube） 等で公開するためのダイジェスト版（2～3 分程度）も制作する

こと。 

⑥ 納品は、映像コンテンツを収録したＤＶＤ、動画ファイル（編集前および編集済

映像、音声）で行うこと。 

⑦ 納品する上記映像コンテンツは、④で示した言語の選択を利用者ができるように

すること。 

⑧ 納品期限は、平成 27 年 10 月 31 日までとする。 

⑨ 納品に際しては、タイトル等をデザインした専用のハードケースに収納して納品

すること。 

⑩ 納品場所 

東京事務所およびタイ事務所に指定した数を納品すること。    

 

 

 

 



（３） 公社およびタイ拠点等の効果的なＰＲ 

① （１）、（２）で制作した公社およびタイ拠点のウェブサイト、映像コンテンツの

閲覧数を増加させ、主にタイにおける公社およびタイ拠点の存在感を向上させる

ための企画立案をすること。 

② 上記企画立案にあたっては、ＰＲすべき対象を明確にし、測定可能な目標を設定

し、委託者の承認を得ること。 

③ タイ拠点が平成 27 年 11 月頃に事業開始、同年 12 月中旬に開所式を予定してい

ることを踏まえ、最も効果的なＰＲの手段を最適なタイミングで実行すること、

ただし、開所式終了後も持続的にウェブサイトおよび映像コンテンツの閲覧数増

加を見込むことができるＰＲ手段も構築し実行すること。 

④ ＰＲの効果を図る手段を提案するとともに、実施後に分析結果を報告すること。 

 

 （４）共通項目 

   受託者は、委託者と定期的に打ち合わせ協議を行い、都度議事録を作成し、委託者 

の承認を得ながら業務を行うこと。また、委託者の求めに応じて進捗報告を行うこ 

と。 

  

６ 受託者選定方法（プロポーザル方式業者選定） 

   上記「５ 委託業務内容」を効果的に実施するための提案を以下の条件で行うこと。 

 

（１） 上限価格 

当業務委託の上限委託費は 19,600,000円とする。 

 

（２）受託者選定の流れ 

  ①公募 

②業者選定委員会実施  

③指名業者への通知 

④提案書提出 

⑤審査会 

⑥受託業者の決定 

 

（３）企画提案書の作成 

「３．委託業務内容」を踏まえ、以下の項目ごとに提案書を作成して提出すること。 

① 会社概要及び「５ 委託業務内容」で示した委託業務ごとの実績について 

② 制作体制について（外部委託を行う場合は、どの部分を外部委託するか具体的に明

記すること） 



③ 各委託業務の推進スケジュール 

④ 安全で魅力的なコンテンツの製作とそのＰＲ方法についての提案 

ア．タイ拠点ウェブサイトの製作およびそれらに必要な関連する業務 

 ・タイで運用することを踏まえたウェブサイトのデザインイメージ 

 ・キーワード設定等ウェブサイト構築時のＳＥＯ対策等のプロモーション方法 

 ・セキュリティ対策 

 ・メンテナンス、保守の体制 

 ・情報の更新方法 

 ・現在公社および国際化支援室が所有するウェブサイトとの連携 

 ・運用に関する委託者との業務区分 

イ．プロモーション映像の制作 

・公社事業および支援企業の魅力を分かりやすく、かつ印象的に伝えるための 

 コンセプトおよびイメージ 

     ・支援企業への取材項目について 

     ・完全版とダイジェスト版それぞれのイメージについて 

     ・ウェブサイトとの連動について    

     ・プロモーション映像制作に関する委託者との業務区分 

ウ．公社およびタイ拠点等の効果的なＰＲ 

     ・在タイ日本企業幹部やタイ大手企業に対する効果的で実現可能な具体的ＰＲ 

策について 

     ・上記ＰＲのねらい、タイミングについて 

     ・ＰＲにおけるウェブサイト、プロモーション映像の活用方法 

     ・ＰＲ効果の測定手段と目標数値について 

     ・ＰＲ実行に際しての委託者との業務区分 

⑤ 各業務委託の見積もりおよびその内訳 

   

 

（４）提出方法 

   ア 提出形態 

    書類として、郵送及び持込み等により期日までに必達 

   イ 提出部数 

    15部提出 

   ウ 提出期限 

    平成 27年 8月 18日（火）17：00まで必達 

 

 



７ 審査結果の通知  

   審査後速やかに審査結果を通知する。  

 

８ 選定された者の責務  

    ア 選定された者は、別途公社との間で委託契約を締結する。  

イ 運営体制及び緊急時の連絡体制を整備すること。  

    ウ 受託者は、関係法令等を遵守し、準備作業、調査実施・運営管理に伴い生じる

義務（安全確保義務を含む。）及び責任はすべて受託者の負担において措置する

こと。  

エ 常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況について確

認のうえ適宜報告すること。  

オ 受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及

び期間満了後においても同様とする。 

カ 受託者は、個人情報について、別紙個人情報保護に関する特記事項を遵守しな

ければならないものとする。 

 

９ 応募に係る経費負担  

応募者の負担とする。また、提出書類は返却しない。   

 

１０ スケジュール 

   契約締結日から１０日以内を目処に、公社と業務内容についての協議を完了するこ

と。  

 

１１ 著作権等 

  この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

（１）受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、 

著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利（以下「著

作者人格権」という。）を有する場合においてもこれを行使しないものとする。 

ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

（２）（１）の規定は、受託者の従業員、この仕様書の規定により再委託された場合の再委

託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 

（３）（１）及び（２）の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この

契約終了後も継続する。 

（４）受託者は、納入物に係る著作権法第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利（以下「著作

権」という）を委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包

括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者



が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受

託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、

これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変

できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著

作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許

諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるも

のとする。 

（５）（４）は、著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。 

（６）本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、 

取扱いは別途協議の上定める。 

（７）納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを

受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処

理するものとする。 

 

１２ 契約情報の公開 

      委託者は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関 

する要綱」に基づき、特定契約（官公庁との契約や競争入札に適さない契約等） 

のすべて及び契約金額が 250 万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。 

① 公表項目 

   契約方法（競争・独占・緊急・少額または特定の区分別）、契約種別（工事・委 

託・物品等の区分別）、契約相手方の名称、契約金額 

② 表時期及び手法 

   決算の公表に合わせて年１回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により 

公表する。なお、公表の趣旨にご賛同いただけない場合は、契約締結後１４日 

以内に文書にて同意しない旨申し出ることができる。 

 

 

 

１３ 暴力団排除に関する特約条項 ※別紙 

 

１４ その他 

（１）委託者の都合により、作業の実施時間、機会及び方法が制限される場合がある

ので、実施に当たっては委託者と十分に打合せを行うこと。 

（２）本委託業務の実施に当たっては、条例、規則関係法令等を遵守すること。 

（３）本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度委託者と協議のうえ処理する

ものとする。 



（４）実施計画書に基づく本委託業務の進捗状況については、定期的に報告を行うほか、

委託者の求めに応じて随時、報告や委託内容に関する資料の提供を行うこと。 

（５）委託者の求めに応じて、委託者の組織と本委託業務にかかわる打ち合わせを行う 

こと。また、委託者の求めに応じて委託者が実施する会議等に出席し、意見を求 

められた場合は一般的な意見ではなく本委託業務の目的に沿った意見を述べるこ 

と。なお、打ち合わせや会議の時間は厳守すること。 

（８）本委託業務に係る打ち合わせや会議等において検討に必要な資料や課題事項の分 

析・調査報告書は、自らの負担で、事前に作成し、委託者へ提出すること。 

（９）本委託業務に係る打ち合わせや会議等の記録は受託者がこれを作成し、打ち合わ 

せや会議等の行われた後指定の日時までに委託者に提出し承認を受けること。 

（１０）本委託業務に係る会議等における検討内容・決定事項等は、本委託契約の納入物 

件に反映させること。なお、修正・変更等による納入物件の改定版は、最終納入 

期限まで随時行うこと。 

（１１）受託者は、この契約に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。この契約終了 

後も同様とする。 

（１２）受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはなら 

ない。この契約終了後も同様とする。 

（１３）受託者は、この契約の履行により知りえた内容を第三者に提供してはならない。 

    この契約終了後も同様とする。 

（１４）受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者から引き渡された電子

データや資料等を、委託者の承諾なく複写または複製をしてはならない。契約履

行完成後は速やかに委託者あてに返還しなければならない。 

（１５）受託者は、委託業務にかかわる情報の、保管・管理に万全を期し、委託者の求め   

    に応じて、安全管理体制に係る報告または資料等の提出を行わなければならない。 

（１６）受託者は、契約目的物の納入前に事故が生じたときは、速やかにその状況を書面 

    で委託者へ報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

（１７）受託者は、委託者から提供された資料等のうち、個人情報及び機密情報（以下「個 

    人情報等」という）に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの 

記録媒体については、施錠できる保管庫または施錠及び入退室管理の可能な保管室 

等に格納する等、適正に管理しなければならない。また、個人情報等を搬送する場 

合は、専用ケースに入れ、施錠したうえで、受託者の専用車で、搬送しなければな 

らない。 

（１９）委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含む受 

託者の作業内容の監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。受託者は、 

委託者から作業内容の監督実施要求または作業の実施に係る指示があった場合に 

は、それらの要求、指示に従わなければならない。 



（２０）受託者は、本委託業務の履行に当たり、再委託を行う場合は、あらかじめ再委託

を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。な

お、当該文書には、以下の事項を記載するものとする。 

① 再委託の理由 

② 再委託先の選定理由 

③ 再委託先に対する業務の管理方法 

④ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

⑤ 再委託する業務の内容 

⑥ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機密情報については特に明

記すること） 

⑦ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管

理体制については特に明記のこと） 

⑧ その他委託者が指定する事項 

また、本委託業務に関する契約及び仕様に定める事項については、受託者の責任 

のもとで再委託先においても同様に順守するものとし、受託者は再委託先がこれ 

を順守することに関して一切の責任を負う。 

（２１）受託者は、委託業務の実施に際しての詳細な事項及び仕様書に記載のない事項

については委託者との協議のうえ実施すること。 

（２２）委託者と受託者は、本業務委託契約締結時に、機密保持契約（委託者指定フォ

ーム、添付別紙）を締結する。 

 

１５ 応募先・質問送付先  

    (公財)東京都中小企業振興公社  

〒101-0024 千代田区神田和泉町１－１３ 

 総合支援部 国際化支援室  担当：井元、山本 

      TEL: 03-5822-7241 FAX: 03-5822-7240 

      MAIL：e-inomoto@tokyo-kosha.or.jp 

                  y-yamamoto@tokyo-kosha.or.jp  
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